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学校体育施設開放利用要項 
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【問い合わせ先】 

朝霞市教育委員会 生涯学習・スポーツ課(朝霞市役所４階 ４０番窓口) 

電 話：４６３－２４０３(直通) 

（開庁時間：平日午前８時３０分～午後５時１５分） 

学校開放 HP はこちら→ 
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【参考】 開放する学校施設と時間 
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朝霞市立朝霞第一小学校 
 

所 在 地   〒３５１－００１４ 朝霞市膝折町４丁目１１番７号 TEL ０４８－４６１—００５２ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目 

〇体育館 

 ・バレーボール（１面） ・バスケットボール（１面） ・ミニバスケットボール（２面） 

・バドミントン（１面） ・卓球（５台） ・鳴子踊り ・体操 ・新体操 ・ダンス  

・ソフトバレーボール ・武道 ・レクリエーション ・フットサル 

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・野球（１面） ・少年サッカー（１面） ・サッカー（１面） 

 ・ソフトボール（１面） ・鳴子踊り 

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 １組 体操、新体操、ダンス — — 

ネット １枚 ソフトバレーボール — — 

バドミントン 支柱 １組 武道 — — 

ネット １枚 レクリエーション — — 

ミニバスケットボール 

バスケットボール 
— — 

フットサル 
— — 

卓球 卓球台 

（ネット込） 
５台 

少年野球、野球、 

ソフトボール 
— — 

鳴子踊り 
— — 

少年サッカー 

サッカー 
— — 

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 

 ・活動後は必ず清掃をお願いします。 

 ・使用中に破損等があった場合は、必ず学校へお知らせください。 

 ・エアコン使用後は必ず電源を OFF にしてください。 
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朝霞市立朝霞第二小学校 
 

所 在 地    〒３５１－０００７ 朝霞市岡３丁目１６番１３号 TEL ０４８－４６１—００４２ 

使用可能施設  体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（２面） ・バスケットボール（１面） ・ミニバスケットボール（２面）  

・バドミントン（２面） ・卓球（４台）  

・鳴子踊り ・体操 ・新体操 ・ダンス ・ソフトバレーボール ・武道 ・レクリエーション 

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・野球（１面） ・少年サッカー（１面） ・サッカー（１面） 

 ・ソフトボール（１面） ・鳴子踊り 

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 ２組 体操、新体操、ダンス — — 

ネット ２枚 ソフトバレーボール — — 

バドミントン 支柱 ２組 武道 — — 

ネット ２枚 レクリエーション — — 

ミニバスケットボール 

バスケットボール 
— — 

少年野球、野球、 

ソフトボール 

— — 

卓球 卓球台 

（ネット込） 
４組 

少年サッカー 

サッカー 

— — 

鳴子踊り — —    

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・年に２回（３回）の学校開放運営委員会に参加していただいて了承を得た上で利用してください。 

・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 

・利用の際には、学校開放運営委員会で周知したルールを守っていただきます。 

・小学生以下の団体が利用する場合には、次の団体との時間を３０分空けてください。 

・使用後は、使用した場所、トイレの清掃をお願いします。 

・除草作業、その他、学校の清掃、作業にご協力をいただきます。 

・その他、学校の定めに従って利用してください。 
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朝霞市立朝霞第三小学校 
 

所 在 地   〒３５１－００３３ 朝霞市大字浜崎２３０番地 TEL ０４８－４７１—１６３０ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（１面） ・ミニバスケットボール（２面） ・バドミントン（２面）  

・卓球（４台）  

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・少年サッカー（１面）  

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 ２組 卓球 卓球台 ４ 

バドミントン 支柱 ２組 少年野球 — — 

ネット ２ 少年サッカー サッカーゴール １組 

ミニバスケットボール — — — — — 

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 
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朝霞市立朝霞第四小学校 
 

所 在 地   〒３５１－００１５ 朝霞市幸町１丁目６番９号 TEL ０４８－４６１—０３６３ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（１面） ・バスケットボール（１面） ・ミニバスケットボール（２面）  

・バドミントン（３面） ・卓球（５台） ・鳴子踊り  

・体操 ・新体操 ・ダンス ・ソフトバレーボール ・武道 ・レクリエーション 

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・少年サッカー（１面） ・ソフトボール（１面） 

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 ２組 体操、新体操、ダンス — — 

ネット ２枚 ソフトバレーボール 支柱 ３組 

バドミントン 支柱 ３組 武道 － — 

ネット ５枚 レクリエーション — — 

ミニバスケットボール 

バスケットボール 
— — 

少年野球 

ソフトボール 
－ — 

卓球 卓球台 

（ネット込） 
５台 

少年サッカー 
－ — 

鳴子踊り — — — — — 

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 
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朝霞市立朝霞第五小学校 
 

所 在 地   〒３５１－００２４ 朝霞市泉水３丁目１６番１号 TEL ０４８－４６２—０４５５ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（１面） ・バスケットボール（１面） ・ミニバスケットボール（２面）  

・バドミントン（３面） ・卓球（３台）  

・鳴子踊り ・体操 ・新体操 ・ダンス ・レクリエーション 

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・少年サッカー（１面） 

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 
支柱 １組 

卓球 卓球台 

（ネット込） 
３台 

ネット １枚 体操、新体操、ダンス — — 

アンテナ １組 鳴子踊り — — 

バドミントン 支柱 ３組 レクリエーション — — 

ネット ３枚 少年野球 — — 

ミニバスケットボール 

バスケットボール 
— — 

少年サッカー 
— — 

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

・更衣室、シャワー室は利用できません。 

・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 

 ・原則、団体の活動に使用する備品は学校で保管できません。 

 ・駐車場を使用することは可能ですが、駐車場枠外には絶対に駐車しないでください。満車の場合は、近   

隣のコインパーキングをご利用ください。 

・使用後は、責任者が施設の見回りを行い、ゴミや消耗品が残っていないか必ず確認してください。 

・特に夜間は近隣住民の迷惑となりますので、使用後は速やかに退出してください。 

・最後に使用した団体は、鍵や機械警備の施錠忘れがないようにしてください。 

・校庭利用時は、使用した野球ボールの回収忘れがないように、責任者や選手自身で施設を見回るなどし  

てください。 

・使用の都合で移動した備品（ベンチ・ゴール等）は、必ず原状復帰をしてください。なお、子供達の安 

全のため、再固定をしっかりお願いします。 

・敷地内（駐車場、門付近含む）は全面禁煙です。 

・上記の事項を守れないと、使用を中止する場合があります。 
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朝霞市立朝霞第六小学校 
 

所 在 地   〒３５１－００１１ 朝霞市本町１丁目２５番１号 TEL ０４８－４６１—０４１０ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（２面） ・バドミントン（下表確認） ・ミニバスケットボール（２面） ・鳴子踊り  

・体操 ・新体操 ・ダンス ・レクリエーション 

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・少年サッカー（１面） ・ソフトボール（１面）  

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 ２組 鳴子踊り — — 

ネット ２枚 体操、新体操、ダンス — — 

バドミントン 

専用の支柱、ネット等

なし。簡易的なものな

どをご自身で準備いた

だく場合は使用可能 

支柱 — レクリエーション — — 

ネット — 

少年野球 

ソフトボール — — 

ミニバスケットボール — — 少年サッカー — — 

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 

 ・施設や物品の破損等ありましたら、必ず学校にご報告ください。 
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朝霞市立朝霞第七小学校 
 

所 在 地    〒３５１－００３６ 朝霞市北原２丁目６番１号 TEL ０４８－４７２—９１７２ 

使用可能施設  体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（１面） ・ミニバスケットボール（２面） ・バドミントン（２面）  

・鳴子踊り ・体操 ・新体操 ・ダンス ・ミニテニス ・ソフトバレーボール ・レクリエーション 

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・少年サッカー（１面） 

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 １組 体操、新体操、ダンス － — 

ネット １枚 ミニテニス － — 

バドミントン 支柱 ２組 ソフトバレーボール － — 

ネット ２枚 レクリエーション － — 

ミニバスケットボール － — 少年野球 － — 

鳴子踊り － — 少年サッカー － — 

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

・長机を借りる場合は、生涯学習・スポーツ課（０４８－４６３－２４０３）へ事前に連絡してください。 

貸受及び片付けは団体で行ってください。 

貸受は金曜日の午後４時から５時の間、片付けは月曜日の午前８時３０分から８時４５分の間に行って

ください。 

・消耗品（ボール、シャトル等）は団体でご用意ください。 
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朝霞市立朝霞第八小学校 
 

所 在 地   〒３５１－００１２ 朝霞市栄町５丁目１番４１号 TEL ０４８－４６５—８３８１ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（１面） ・ミニバスケットボール（１面） ・バドミントン（３面） 

・卓球（５台） ・鳴子踊り ・体操 ・新体操 ・ダンス ・ソフトバレーボール ・武道  

・レクリエーション 

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・少年サッカー（１面） ・ソフトボール（１面）  

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 

支柱 １組 

ソフトバレーボール 支柱 

(バドミント

ン用) 

３組 

バドミントン 支柱 ３組 武道 — — 

ミニバスケットボール — — レクリエーション — — 

卓球 
卓球台 ５台 

少年野球 

ソフトボール 
— — 

鳴子踊り — — 少年サッカー — — 

体操、新体操、ダンス — —    

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、シャトル等）・ネット類は団体で用意してください。 

 ・現状復帰が基本となります。 

 ・翌日朝の学校行事の関係で、前日に準備していることがあります。その際も、準備しているとおり復旧   

してください。 
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朝霞市立朝霞第九小学校 
 

所 在 地   〒３５１－０００３ 朝霞市大字台２９５番地 TEL ０４８－４６６—４４８１ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（１面） ・バスケットボール（１面） ・ミニバスケットボール（２面）  

・バドミントン（２面） ・卓球（５台） 

・鳴子踊り ・体操 ・新体操 ・ダンス ・ソフトバレーボール ・ミニテニス 

・武道 ・レクリエーション ・フットサル 

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・少年サッカー（１面） ・ソフトボール（１面） ・鳴子踊り 

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 １組 体操、新体操、ダンス マット ５枚 

ネット １枚 ソフトバレーボール － — 

バドミントン 支柱 ２組 ミニテニス － — 

ネット ２枚 
武道 — 

 
— 

ミニバスケットボール 

バスケットボール 
１組 — 

レクリエーション 
— — 

卓球 

（２階で使用可能） 

卓球台 

（ネット無） 
5 台 

少年野球 

ソフトボール 
— — 

鳴子踊り 

— — 

少年サッカー ゴールは増築

工事完了まで

不可 

— 

フットサル — —    

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 
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朝霞市立朝霞第十小学校 
 

所 在 地   〒３５１－００２３ 朝霞市大字溝沼８２８番地の１ TEL ０４８－４６９—５４４３ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（１面） ・バスケットボール（１面） ・ミニバスケットボール（２面）  

・バドミントン（２面） ・卓球（４台） ・鳴子踊り ・体操 ・新体操 ・ダンス  

・ソフトバレーボール ・武道（柔道は不可） ・レクリエーション 

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・少年サッカー（１面）  

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 １組 ソフトバレーボール 支柱 １組 

バドミントン 支柱 ２組 武道（柔道は不可） — — 

ミニバスケットボール 

バスケットボール 
— — 

レクリエーション 
— — 

卓球 卓球台 

（ネット無） 
４台 

少年野球 
— — 

鳴子踊り — — 少年サッカー — — 

体操、新体操、ダンス — — — — — 

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 

・破損及び施設の不具合等がありましたら、学校までご連絡をお願いします。 
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朝霞市立朝霞第一中学校 
 

所 在 地   〒３５１－００１３ 朝霞市大字膝折２番地の３１ TEL ０４８－４６１—００７６ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（２面） ・バスケットボール（２面） ・ミニバスケットボール（２面） 

・バドミントン（８面） ・卓球（６台） ・鳴子踊り ・体操 ・新体操 ・ダンス ・武道 

○校庭 

 ・少年野球（１面） ・少年サッカー（１面） ・ソフトボール（１面） ・鳴子踊り 

○テニスコート 

 ・オムニコート（２面） ・クレーコート（２面） 

  ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 ２組 体操、新体操、ダンス － — 

バドミントン 支柱 ８組 武道 － — 

ミニバスケットボール 

バスケットボール 
－ — 

少年野球 

ソフトボール 
－ — 

卓球 

（サブアリーナ） 

※部活所有の7台は使

用禁止） 

卓球台 6 台 

少年サッカー 

－ — 

鳴子踊り － —    

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・道具類（ネット、ボール、シャトル等）は全て各団体でご用意ください。 

 ・ゴミ等は全てお持ち帰りください。 

 ・学校の施設、備品等には手を触れないでください。 

 ・サブアリーナ等２階の施設をご利用の団体は、１階のトイレをご利用ください。 
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朝霞市立朝霞第二中学校 
 

所 在 地   〒３５１－０００７ 朝霞市大字岡１９９番地 TEL ０４８－４６１—６５４０ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（２面） ・バスケットボール（２面） ・バドミントン（４面） 

・卓球（１５台） ・鳴子踊り ・体操 ・新体操 ・ダンス ・レクリエーション 

※校庭は貸出しておりません。 

※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 
支柱 １組 

卓球 卓球台 

（ネット込み） 
15 台 

ネット 2 組 鳴子踊り — — 

バドミントン 
支柱 ２組 

体操、新体操、ダン

ス 
— — 

バスケットボール 

— 

２面 

(ゴール 

４カ所) 

レクリエーション 

— — 

※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 

・使用できる道具は多いですが、破損しているものを工夫して使用しているため、不調、怪我等の責任は  

負えません。 
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朝霞市立朝霞第三中学校 
 

所 在 地 〒３５１－００２３ 朝霞市大字溝沼１０４３番地の１ TEL ０４８－４６４—７５７５ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目 

〇体育館 

 ・バレーボール（２面） ・バスケットボール（２面） ・バドミントン（６面） ・鳴子踊り  

※校庭は開放しておりません。 

※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 ３組 

ネット ３組 

バドミントン 支柱 ６組 

バスケットボール — — 

鳴子踊り — — 

※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、バドミントンネット、シャトル等）は団体で用意してください。 
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朝霞市立朝霞第四中学校 
 

所 在 地 〒３５１－００１２ 朝霞市栄町５丁目１番６０号 TEL ０４８－４６６—４７１１ 

使用可能施設 体育館 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（３面） ・バスケットボール（２面） ・バドミントン（４面） ・ミニテニス 

・ソフトバレーボール  ・武道 ・レクリエーション ・フットサル 

※校庭は開放しておりません。 

※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 ２組 ミニテニス — — 

ネット ３枚 ソフトバレーボール — — 

アンテナ ２組 武道 — — 

バドミントン 支柱 ４組 レクリエーション — — 

ネット １０枚 フットサル — — 

バスケットボール — — — — — 

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 

 ・ネット（支柱）の高さは変えないでください。 

 ・体育館入口外（階段を上がったところ）から土足厳禁です。体育館に入る前に上履きに履き替えて 

ください。 
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朝霞市立朝霞第五中学校 
 

所 在 地 〒３５１－００３１ 朝霞市大字宮戸１５８０番地 TEL ０４８－４７１—２２３６ 

使用可能施設 体育館、校庭 

使用可能設備・種目・備品 

〇体育館 

 ・バレーボール（２面） ・バスケットボール（２面） ・バドミントン（６面）  

・卓球（１０台） ・鳴子踊り  

 

※校庭は開放しておりません。 

 ※ここに記載のない種目は直接学校にお問い合わせください。 

 

使用可能備品 

種目 備品名 数量 

バレーボール 支柱 ３組 

ネット ３枚 

バドミントン 支柱 ６組 

ネット ６枚 

バスケットボール — — 

卓球 卓球台（ネット込） １０台 

鳴子踊り — — 

 ※こちらに記載のない備品は使用することができません。 

  

ご利用にあたって（学校からのお願い） 

 ・消耗品（ボール、シャトル等）は団体で用意してください。 

・使用後、必ず清掃、後片付けをお願いします。 

・定期的にトイレ清掃をお願いします。 

・敷地内での喫煙はご遠慮願います。 

・必要な給水以外の飲食はご遠慮願います。 
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 学校体育施設開放事業 事故等対応要項 

 

全般 

この要項は、各学校の備品の貸出状況、学校からの注意事項のほか、緊急時の対応方法に

ついて記したものです。内容の大小に関わらず、利用者日誌に対応記録を記載し、鍵の返却

と併せて総合体育館に提出してください。場合によっては生涯学習・スポーツ課又は学校か

ら対応等を指示する場合がありますので、その際はそれに従ってください。 

 なお、事故当日が休日又は開庁時間外の場合は、総合体育館に利用者日誌を提出してくだ

さい。 

 

警備システム誤操作の場合 

１ 警備会社（０５０－３４９４－７２８１ 東邦警備保障）に誤発報させてしまった旨を

連絡してください。 

２ 利用者日誌に誤発報させてしまった旨を記入し、提出してください。 

 

火災報知設備誤操作の場合 

１ 警備会社（０５０－３４９４－７２８１ 東邦警備保障）に誤発報させてしまった旨を

連絡してください。 

２ 利用者日誌に「誤発報させてしまい警備会社に対応してもらった」旨を記入し、提出し

てください。 

※ 非常用のベルが鳴りやまない場合、総合体育館（０４８－４６５－９８１１）に連絡し

てください。その際、「団体名、利用学校、連絡先」を伝えてください。 

 

窓ガラス破損の場合 

１ 総合体育館（０４８－４６５－９８１１）に連絡してください。その際、「団体名、利

用学校、連絡先」を伝えてください。 

２ ガラス店に修復を依頼してください。費用は自己負担（個人又はチーム）です。職員の

指示があるまでそのまま待機してください。 

  ※当日修復できない場合は、段ボール等、厚紙で応急処置をしていただき、破片等をき

れいに片づけてください。 

３ 利用者日誌に破損状況と対応を記入し、生涯学習・スポーツ課へ提出してください。 

ガラス店一覧 

店名 電話番号 店名 電話番号 

塩野硝子店 048-461-0412 細田硝子店 048-461-0415 
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鍵が折れた場合 

１ 総合体育館（０４８－４６５－９８１１）に連絡してください。その際、「団体名、利

用学校、連絡先」を伝えてください。 

２ 鍵店に修復を依頼してください。費用は自己負担（個人又はチーム）です。 

３ 利用者日誌に破損状況と対応を記入し、生涯学習・スポーツ課へ提出してください。 

鍵店一覧 

店名 電話番号 

細田硝子店 048-461-0415 

 

AED の使用 

※AED が必要な症状→呼び掛けに対して反応がない、普段どおりの呼吸がない状態 

１ １１９番通報し、救急車を要請してください。 

２ 学校の体育館から AED を持ち出して使用してください。 

※全学校の体育館に AED があります。 

  ※AED 本体の使用方法及び心肺蘇生法については、手引き内の救命措置の資料を参考

にし、AED 本体の音声案内に従ってください。また、的確な対処ができるように事前

に消防署等で開催されている講習会を積極的に受講してください。 

３ AED を使用する際に体育館が施錠されている場合は、ガラスを怪我のないように割り、

鍵を開けて中に入り、AED を持ち出して使用してください。（使用後は元の場所へ格納

してください。） 

４ ガラスを割った場合は、警備会社（０５０－３４９４－７２８１ 東邦警備保障）及び

総合体育館（０４８－４６５－９８１１）へ連絡し、AED を取り出すためにガラスを

割ったことを伝えてください。その際、「団体名、利用学校、連絡先」を伝えてくださ

い。 

５ 利用者日誌に対応状況を記入し、生涯学習・スポーツ課へ提出してください。 

 

施設が停電した場合 

１ 総合体育館（０４８－４６５－９８１１）に連絡してください。その際、「団体名、利

用学校、連絡先」を伝えてください。 

２ 状況によっては当日すぐに対応できない場合があります。その場合、復旧までの期間は、

夜間の体育館の利用を中止といたします。 

３ 利用者日誌に対応結果を記入し、生涯学習・スポーツ課へ提出してください。 

 

その他の破損事故の場合 

（学校の設備・器具等の破損で、防犯上や学校の授業等へ影響がないもの） 

１ 利用者日誌に破損状況と対応を記入し、生涯学習・スポーツ課へ提出してください。 

２ 翌日以降、学校に速やかに連絡してください。なお、修繕費用は自己負担です。 
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（表） 

様式第１号（第６条関係） 

学校体育施設開放施設利用団体登録申請書 

年  月  日現在 

団体の名称  活動種目 

団体の所在地   

代

表

責

任

者 

氏 名  

住 所  

年 齢  電話番号  

No 氏   名 年齢 住   所 電話番号 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

（注）記入上の注意 

１ 団体登録は年度ごとに登録が必要です。 

２ 市内在住又は在勤の方で開放施設を利用する又は利用すると思われる方をすべて記入してください。 

３ 市内在勤の方は、住所欄に「会社名と会社の所在地」を記入してください。 

４ 登録申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかに教育委員会に届け出てください。 
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学校体育施設開放施設利用申請書 
 

令和○○年△△月◇◇日 

 朝霞市教育委員会 宛 

 

          申請者 住  所  朝霞市本町１－１－１ 

氏  名  朝霞 花子 

              電話番号  ４６３－１１１１ 

 

 下記のとおり、開放施設を利用したいので申請します。 

団 体 名 及 び 代 

表 責 任 者 氏 名 

団  体  名 代表責任者氏名 

朝霞〇〇▲▲クラブ 朝霞 太朗 

利 用 施 設 
    ○小  

朝霞第 ５   学校  体育館 ・ 校 庭 ・ 夜間照明 
       中 

利 用 日 時 

及 び 人 数 

月 日 曜日 時   間 人  数 

５ 

１ 水 18:30～21:00 20 人 

11、18 土 9:00～11:00 20 人 

30 木 18:30～21:00 20 人 

    

    

利 用 目 的 バスケットボール 

夜間照明使用料 
使 用 区 分 

１時間 当たりの使用

料 
利用 時間 使 用 料 

全点灯･一部点灯  基   円 時間 円 

（注）太線の枠内だけ記入してください。 

 

 

 

 

5/30  
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様式第２号（第１１条関係） 

学校体育施設開放利用者日誌 

開 放 校 朝霞第        小  ・  中  学  校 

開 放 施 設 体育館  ・  屋外運動場   ・   夜間照明 

利 用 日     令 和     年    月    日（   ） 

利 用 時 間 午前 ・ 午後  時  分 ～ 午前 ・ 午後  時  分 

利 用 団 体  利 用 人 数 人 

代表責任者  電 話 番 号  

利 用 目 的  

□利用前の点検 

・グラウンドの状況 （ 悪 い ・ やや軟弱 ・ 普 通 ・ 良 好 ） 

・固定施設の安全点検 （  良  ・  不 良  ） 

・フロアーの安全点検 （  良  ・  不 良  ） 

・用 具 の 点 検 （  良  ・  不 良  ） 

・照明点灯盤の点検 （  良  ・  不 良  ） 

・照 明 灯 の 点 検 （  良  ・  不 良  ） 

□利用後の点検 

・用 具 の 片 付 け （  良  ・  不 良  ） 

・清  掃 （ ゴ ミ ） （  良  ・  不 良  ） 

・グ ラ ウ ン ド 整 備 （ 確認者         ） 

・電気の消灯（フロアー・トイレ他） （  良  ・  不 良  ） 

・窓 の 施 錠 （ 確認者         ） 

・体育館出入口の施錠 （ 確認者         ） 

・門扉の閉門、施錠 （ 確認者         ） 

・照明点灯盤の施錠 （ 確認者         ） 

・エアコン使用状況（使用時間：      ～       ・設定温度   度） 

※エアコン使用状況はエアコン設置校のみ記入してください。 

□事故災害内容 

・事 故 発 生 日 時  令和   年   月   日（  ）午前・午後  時  分 

・発 生 場 所   

・事 故 内 容   

・処置（応急処置等）  

□特記事項（けが人の氏名・連絡等） 
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様式第1号(第3条関係) 

 

学校施設使用許可申請書 

 

 朝霞第  小・中学校 宛 

 

申 請 日      年  月  日  

申 請 者               

住 所               

電話番号               

 下記のとおり学校施設の使用許可を受けたく申請します。 

使

用

団

体 

団 体 名   

団 体 代 表 者 

(責任者) 
電話  (  )     

所 在 地   

使

用

概

要 

使 用 日 時 

            午前      午前 

      月  日(  )  時  分  ～  時  分 

            午後      午後 

使 用 場 所 □校庭 □体育館 □武道場 □特別教室(        ) 

使 用 人 数           人 

使 用 目 的 

使 用 内 容 

  

 

学

校

事

務

処

理

欄 

受 付 日     年  月  日 

許 可 の 根 拠 

□第2条第1項第1号(学校開放) 

□第2条第1項第2号(避難所) 

□第2条第1項第3号(その他) 

使 用 条 件 

  

教 育 委 員 会

事 前 協 議 
□承認する     □承認しない 教育長決裁 印 

 上記申請について、(許可・不許可)いたします。 

 

         年  月  日            朝霞第    学校長印 

注)学校教育の都合上、許可後においても使用できない場合があります。 
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様式第2号(第3条関係) 

 

学校施設使用許可報告書 

 

 朝霞市教育委員会 様 

朝霞市立朝霞第  小・中学校長  

氏名           印  

 下記のとおり学校施設の使用を許可したので報告します。 

使

用

団

体 

団 体 名   

団 体 代 表 者 

(責任者) 
電話  (  )     

所 在 地   

使

用

概

要 

使 用 日 時 

            午前      午前 

      月  日(  )  時  分  ～  時  分 

            午後      午後 

使 用 場 所 □校庭 □体育館 □武道場 □特別教室(        ) 

使 用 人 数           人 

使 用 目 的 

使 用 内 容 

  

学

校

事

務

処

理

欄 

受 付 日           年  月  日 

許 可 の 根 拠 

   □第2条第1項第1号(学校開放) 

   □第2条第1項第2号(避 難 所) 

   □第2条第1項第3号(そ の 他) 

使 用 条 件 

  

教育委員会

の事前協議 
     □不要   ・   □承認済 

許可又は不

許可年月日 

  □ 許可          年  月  日 

 

  □ 不許可         年  月  日 

備 考 
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